
広告

後半につづく▶

　レーヴ法律事務所では、全国の園の顧問弁護士として園・先生方の
トラブル・悩みごとに対応しています。
　事務所に寄せられる様々なご相談を基に、園に役立つ情報を
お届けします。

1・問題業者の手口

E

〇〇日無料掲載キャンペーン
とうたう求人広告について

第33 号

今西 淳浩

　レーヴ法律事務所弁護士。
大阪電気通信大学工学部電子工
学科卒業、半導体製造会社にエ
ンジニアとして勤務した後、金沢
大学大学院法学研究科法務専攻
修了。２０１２年弁護士登録。
２０２１年に保育園・幼稚園・こ
ども園でのトラブルや法律問題を
主に取り扱うレーヴ法律事務所に
参画。

弁護士

　〇〇日無料掲載キャンペーンと
うたい求人広告の掲載を勧誘する
業者と園とのトラブルについては、
メルマガ 第１号、第１３号で繰り返し
取 り 上 げ て い る と こ ろ で す が 、
現 在 も 同 様 の 相 談 が 当 事 務 所 に
寄せられていることから、あらためて
本号にて、この問題を取り上げます。

　問題業者の手口は、〇〇日間の無料掲載期間内（あるいは
無料掲載期間が終了する数日前）にＦＡＸ・メール等での
解 約 申 入 れ が 到 達 し な い 限 り 、自 動 的 に １ 年 間 単 位

（１月単位）の有料掲載期間に移行し、〇〇万円の広告料の
支 払 義 務 が 発 生 す る と い う 規 約 を 記 載 し た 申 込 書 で
求人広告の掲載申込をさせて、園が解約申入れを失念する
ことを狙い、解約申入れ期限を経過するや否や、直ちに
広告効果に見合わない高額の広告料の請求書を送付して
広告料の支払いを請求するというものです。
　現在の労働市場では、企業の多くが求人サイトに求人を
掲載する方法で人材を募集し、求職者の多くも求人サイトを
見て企業に応募しています。 保育士不足に悩む園が求人
サイトに求人広告を掲載し人材を確保しようとすることは
当たり前になっています。
問題業者は、園の窮状に
付 け 込 み、「無 料 掲 載」

「解約すれば費用がかか
らない」「お試しで」などと
甘い言葉で勧誘し、解約
申入れを失念した園から
金銭を得ることを狙って
いるのです。

　はじめに

I nt roduct ion xample

今だけ60日間
無料で広告掲載
できますよ～

お試しで！

無料だし…
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2・問題業者に騙されないために申込をする前に少なくとも以下の確認をしましょう。

Ⅰ　求人サイトのチェック
 通常、求職者は、「求人　保育士」などというキーワード で 検 索する場 合 が 多いと思います。

実際にそのように検索してみて、当該業者の求人サイトが表示されるのか、確認してみましょう。
 検索結果を複数ページ見ても当該業者の求人サイトが表示されない場合、求職者が当該業者の求人
サイトを閲覧する可能性はほとんど無いでしょうから、そのような求人サイトに求人広告を掲載する
意味はありません。

　Ⅱ　利用者の評価のチェック
インターネット上で、当該業者、当該求人サイトをキーワードで検索し、例えば「高額の請求を

 された。」といったトラブルに遭ったという意見等が表示されないか、を確認してみましょう。

　Ⅲ　規 約のチェック
 解約申し入れ期限がいつまでなのか、解約申し入はどのように行うのか、解約申し入れ期限を

         経過したときはいくら支払うことになるのか、など申込書に小さい字で 記 載されている規約は
   しっかり確 認 しましょう。

　Ⅳ　解約申し入れ期限を失念しないように
　　　  申込している場合は、放置することなく、解約申し入れ期限までに解約を申し入れるか否かを検討

 するようにしてください 。

～園の顧問弁護士～  レーヴ法律事務所園の困りごと、何でもお問合せください

HP : https://www.reve-law.jp/
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3・最後に  
　 当事務所では、メルマガ１号、１３号において、トラブルに
巻き込まれ無駄な支出をしないためにも、「無料期間あり！と
宣伝する業者の求人広告掲載の勧誘はお断りしてください、
というお話をしています。

　「無料だからとりあえず」ではなく、申込を
するにあたっては、疑いの目をもって当該
業者の求人サイトに求人を掲載すべきか
否かをしっかり検討し、問題業者に騙され
ないようにしてください。
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解約申入れが
きてないね！
　ラッキー

60日後
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